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○
こ
ど
も
家
庭
庁
告
示
第
九
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年

政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特

別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
及
び
特
定
教

育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び

特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
四
月
八
日

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

渡
辺

由
美
子

特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地

域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
及
び
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、

特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
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（
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域

型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用

地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

小
規
模
保
育
事
業

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模

五

小
規
模
保
育
事
業

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模

保
育
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

保
育
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

イ

Ａ
型
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二

る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
。
以
下
「
家
庭
的
保

十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
。
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運

育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
小
規
模

営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
を

保
育
事
業
Ａ
型
を
い
う
。
）

い
う
。
）

ロ

小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
第
二
十
七

ロ

Ｂ
型
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
小

条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
い
う
。
）

規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
い
う
。
）

ハ

小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
第
二
十
七

ハ

Ｃ
型
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
小

条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
を
い
う
。
）

規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
を
い
う
。
）

［
六
～
三
十
一

略
］

［
六
～
三
十
一

同
上
］

三
十
二

特
定
加
算
部
分

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三

三
十
二

特
定
加
算
部
分

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第

の
各
区
分
に
応
じ
て
次
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
、
第
五
十
三
号
か
ら
第
五
十

三
の
各
区
分
に
応
じ
て
次
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
及
び
第
五
十
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
並
び
に
第
六
十
七
号
及
び
第
六
十
八
号
に
掲
げ
る
加
算
（
各
加
算
に

五
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
加
算
（
各
加
算
に
つ
い
て
月
額
調
整
が
適
用
さ
れ
る

つ
い
て
月
額
調
整
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
月
額
調
整
に
定
め
る
額
）
を
合
計
し

場
合
は
月
額
調
整
に
定
め
る
額
）
を
合
計
し
た
も
の
を
い
う
。

た
も
の
を
い
う
。

［
三
十
三
・
三
十
四

略
］

［
三
十
三
・
三
十
四

同
上
］
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三
十
五

療
育
支
援
加
算

当
該
施
設
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す

三
十
五

療
育
支
援
加
算

当
該
施
設
等
に
お
い
て
障
害
児
を
受
け
入
れ
て
お
り

場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

、
か
つ
、
主
幹
教
諭
等
を
専
任
化
さ
せ
地
域
住
民
等
の
子
ど
も
の
療
育
支
援
に

イ

障
害
児
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
。

取
り
組
む
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

ロ

主
幹
教
諭
等
を
専
任
化
さ
せ
、
又
は
理
学
療
法
士
等
（
理
学
療
法
士
、
作

業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し

く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ

れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心

理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）
又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
五
年
以
上

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
支

援
に
係
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
を
い
い
、
当
該
施

設
等
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
障
害
児
が
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対

す
る
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
医
療
的
ケ
ア
児
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
看
護
師
及
び
准
看
護

師
を
含
む
。
）
を
配
置
し
、
若
し
く
は
嘱
託
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
施
設
等
の
子
ど
も
の
療
育
支
援
等
に
取
り
組
む
こ
と
。

［
三
十
五
の
二
～
三
十
九

略
］

［
三
十
五
の
二
～
三
十
九

同
上
］

四
十

施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
職
員
等
の
防
災

四
十

施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算

一
時
預
か
り
事
業
等
の
複
数
事
業
を
行
う

教
育
や
、
災
害
発
生
時
の
安
全
か
つ
迅
速
な
避
難
誘
導
体
制
を
充
実
す
る
等
総

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
職
員
等
の
防
災
教
育
や
、
災
害
発
生
時
の
安
全
か
つ

合
的
な
防
災
対
策
の
充
実
強
化
等
を
行
う
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

迅
速
な
避
難
誘
導
体
制
を
充
実
す
る
等
総
合
的
な
防
災
対
策
の
充
実
強
化
等
を

行
う
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

［
四
十
一
～
五
十
五

略
］

［
四
十
一
～
五
十
五

同
上
］
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五
十
六

学
級
編
制
調
整
加
配
加
算

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
定
員

五
十
六

学
級
編
制
調
整
加
配
加
算

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
定
員

（
法
第
十
九
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

（
法
第
十
九
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
三
十
一
人
以
上
三
百
人
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
全

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
三
十
六
人
以
上
三
百
人
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
全

て
の
学
級
に
専
任
の
学
級
担
任
を
配
置
す
る
た
め
、
保
育
教
諭
等
を
一
人
加
配

て
の
学
級
に
専
任
の
学
級
担
任
を
配
置
す
る
た
め
、
保
育
教
諭
等
を
一
人
加
配

す
る
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

す
る
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

［
五
十
七
～
六
十
五

略
］

［
五
十
七
～
六
十
五

同
上
］

六
十
六

特
別
地
域

次
に
掲
げ
る
地
域
を
い
う
。

六
十
六

運
営
継
続
支
援
臨
時
加
算

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
継
続
的
か
つ
安

イ

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

定
的
に
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
の
提

ロ

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号

供
を
行
う
た
め
に
必
要
な
場
合
に
、
事
務
費
及
び
事
業
費
と
し
て
加
算
さ
れ
る

）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島

も
の
を
い
う
。

ハ

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
別
豪
雪
地
帯

ニ

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
辺
地

ホ

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
振
興
山
村

ヘ

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号

）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島

ト

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域

チ

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
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定
す
る
特
定
農
山
村
地
域

リ

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号

に
規
定
す
る
離
島

ヌ

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法

律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

六
十
七

特
別
地
域
保
育
体
制
確
保
対
応
加
算

当
該
施
設
等
が
特
別
地
域
を
有

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
市
町
村
に
所
在
し
、
か
つ
当
該
市
町
村
が
、
そ
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有

す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
・
保
育
（
法
第
七
条
第
十
項
第
五

号
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
保
育
所
の
設
置
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
協

議
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合

に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

イ

市
町
村
が
行
う
当
該
協
議
に
参
画
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
施
設
等
の
利
用
定
員
の
総
数
が
二
十
人
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
施
設

等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
数
が
十
五
人
以
下
で
あ
る

こ
と
。

ハ

当
該
施
設
等
が
、
他
の
施
設
等
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
提
供

す
る
施
設
と
の
連
携
そ
の
他
の
教
育
・
保
育
の
質
の
確
保
及
び
向
上
並
び
に

地
域
に
お
け
る
教
育
・
保
育
の
安
定
的
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
取
組
を
行

っ
て
い
る
こ
と
。

六
十
八

保
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
加
算

当
該
施
設
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を

［
号
を
加
え
る
。
］

満
た
す
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

イ

当
該
施
設
等
に
お
け
る
教
育
・
保
育
に
関
す
る
業
務
に
係
る
情
報
通
信
技

術
の
導
入
及
び
活
用
に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
う
責
任
者
を
選
任
し
て
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い
る
こ
と
。

ロ

教
育
・
保
育
に
関
す
る
業
務
に
お
い
て
情
報
通
信
技
術
を
効
果
的
に
活
用

し
て
い
る
こ
と
。

ハ

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
こ
と

。

（
特
定
地
域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

（
特
定
地
域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基

第
五
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
満
三
歳
以
上

準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
家
戦
略
特

保
育
認
定
地
域
型
保
育
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
満
三
歳
以

別
区
域
法
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二

上
保
育
認
定
地
域
型
保
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
地
域
型
保
育
に
あ
っ
て

は
、
第
七
条
第
二
号
イ
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
（
内
閣
府
の
所
管
す
る

は
、
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ

こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す

（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
ロ
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
ハ
の
規
定
を
準
用

る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
内
閣
府

す
る
。

令
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革

特
別
区
域
満
三
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
け
る
満
三
歳

以
上
保
育
認
定
地
域
型
保
育
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
同
号
ロ
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
ハ
の
規
定
）
を
準
用
す
る

。（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
六
条

法
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
六
条

法
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は

、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
副
食
費
徴
収
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免
除
対
象
子
ど
も
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
算
定
し
た
額
に
四
千
五
百
円

を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

小
規
模
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
小
規
模
保
育
事
業
の
区

二

小
規
模
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の

イ

Ａ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の
表
中
三
号
の
一
、

表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基

二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い

本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
三
歳
児
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育
・

て
は
、
三
歳
児
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
除
き
、
当
該
年
度
中
に
満
四
歳
と
な
る
教
育
・
保

ど
も
を
除
き
、
当
該
年
度
中
に
満
四
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

も
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
百
分
の
六
十
五

は
百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
（
当
該
年
度
中
に
満
四
歳
と
な
る
教
育
・

、
四
歳
以
上
児
（
当
該
年
度
中
に
満
四
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
百
分
の
六
十

）
は
百
分
の
六
十
を
別
表
第
三
に
定
め
た
額
に
乗
じ
た
額
、
当
該
年
度
中
に

を
別
表
第
三
に
定
め
た
額
に
乗
じ
た
額
、
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教

満
三
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
は
、
別
表
第
三
の
額
か
ら
七

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
は
、
別
表
第
三
の
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ

千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教

た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利
用
が

定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利
用
が
利
用
定
員
の
三
割

利
用
定
員
の
三
割
未
満
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模

未
満
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の

保
育
事
業
Ａ
型
の
表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規

表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基

定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か
ら
七

本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ

千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

た
額
）
と
す
る
。

ロ

小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の

ロ

Ｂ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の
表
中
三
号
の
一
、

表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基

二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い

本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
三
歳
児
は
百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
は
百
分

て
は
、
三
歳
児
は
百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
は
百
分
の
六
十
を
別
表
第

の
六
十
を
別
表
第
三
に
定
め
た
額
に
乗
じ
た
額
、
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と

三
に
定
め
た
額
に
乗
じ
た
額
、
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育
・
保
育

な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
は
、
別
表
第
三
の
額
か
ら
七
千
五
百
円

給
付
認
定
子
ど
も
は
、
別
表
第
三
の
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
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を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

給
付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利
用
が
利
用
定
員

の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利
用
が
利
用
定
員
の
三
割
未
満
の
場

の
三
割
未
満
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業

合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の
表
中
三
号

Ｂ
型
の
表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も

の
一
、
二
歳
児
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価

の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円

に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と

を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

す
る
。

ハ

小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
の

ハ

Ｃ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
の
表
中
三
号
の
保
育

表
中
三
号
の
保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ

短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第

い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る

三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

。

三

事
業
所
内
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
所
内
保
育
事
業

三

事
業
所
内
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
、
副
食
費
徴
収
免
除
対
象
子
ど
も
に
つ

い
て
は
、
算
定
し
た
額
に
四
千
五
百
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
七
条

法
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
七
条

法
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は

、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
副
食
費
徴
収

免
除
対
象
子
ど
も
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
に
該
当
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
算
定
し
た
額
に
四
千
五
百
円
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

小
規
模
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
小
規
模
保
育
事
業
の
区

二

小
規
模
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の

イ

Ａ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の
表
中
三
号
の
一
、

表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い

二
歳
児
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
三
歳
児
は

て
は
、
三
歳
児
は
百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
は
百
分
の
六
十
を
別
表
第

百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
は
百
分
の
六
十
を
別
表
第
三
に
定
め
た
額
に

三
に
定
め
た
額
に
乗
じ
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す

乗
じ
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利

付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利
用
が
利
用
定
員
の

用
が
利
用
定
員
の
三
割
未
満
と
な
る
又
は
三
割
以
上
と
な
る
が
、
地
域
に
お

三
割
未
満
と
な
る
又
は
三
割
以
上
と
な
る
が
、
地
域
に
お
け
る
保
育
の
提
供

け
る
保
育
の
提
供
体
制
に
鑑
み
、
や
む
を
得
な
い
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合

体
制
に
鑑
み
、
や
む
を
得
な
い
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別

に
お
い
て
は
、
別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の
表
中
三
号
の

表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
の
表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
区

一
、
二
歳
児
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教

分
に
規
定
す
る
も
の
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
除
き
、
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第

定
子
ど
も
を
除
き
、
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か

三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

ロ

小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の

ロ

Ｂ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の
表
中
三
号
の
一
、

表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い

二
歳
児
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
三
歳
児
は

て
は
、
三
歳
児
は
百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
は
百
分
の
六
十
を
別
表
第

百
分
の
六
十
五
、
四
歳
以
上
児
は
百
分
の
六
十
を
別
表
第
三
に
定
め
た
額
に

三
に
定
め
た
額
に
乗
じ
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す

乗
じ
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利

付
認
定
子
ど
も
の
う
ち
、
三
歳
児
及
び
四
歳
以
上
児
の
利
用
が
利
用
定
員
の

用
が
利
用
定
員
の
三
割
未
満
と
な
る
又
は
三
割
以
上
と
な
る
が
、
地
域
に
お

三
割
未
満
と
な
る
又
は
三
割
以
上
と
な
る
が
、
地
域
に
お
け
る
保
育
の
提
供

け
る
保
育
の
提
供
体
制
に
鑑
み
、
や
む
を
得
な
い
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合

体
制
に
鑑
み
、
や
む
を
得
な
い
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別

に
お
い
て
は
、
別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の
表
中
三
号
の

表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
の
表
中
三
号
の
一
、
二
歳
児
の
区

一
、
二
歳
児
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教

分
に
規
定
す
る
も
の
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
除
き
、
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第

定
子
ど
も
を
除
き
、
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か

三
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。
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ハ

小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
の

ハ

Ｃ
型

別
表
第
三
に
お
け
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
の
表
中
三
号
の
区
分

表
中
三
号
の
区
分
に
規
定
す
る
も
の
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育

に
規
定
す
る
も
の
（
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定

・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
除
き
、
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三

子
ど
も
を
除
き
、
基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
三
に
定
め
た
額
か
ら

に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

七
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

三

事
業
所
内
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
所
内
保
育
事
業

三

事
業
所
内
保
育
事
業

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
、
副
食
費
徴
収
免
除
対
象
子
ど
も
（
当

該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
算
定
し
た
額
に

四
千
五
百
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

（
施
設
型
給
付
費
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
施
設
型
給
付
費
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

第
十
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
額
に
千
分
の
七
百
三
十
四
を
乗
じ
た
額
と
す
る

基
準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
額
に
千
分
の
七
百
四
十
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

。（
特
例
施
設
型
給
付
費
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
特
例
施
設
型
給
付
費
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が

第
十
一
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が

(1)

(1)

定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
額
に
千
分
の
七
百
三
十
四
を
乗
じ
た
額

定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
額
に
千
分
の
七
百
四
十
を
乗
じ
た
額
と

と
す
る
。

す
る
。

２

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

２

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

(1)

(1)

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
千
分
の
七
百
三
十
四
を
乗
じ
て

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
千
分
の
七
百
四
十
を
乗
じ
て
得

得
た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。
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（
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が

第
十
二
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が

(1)

(1)

定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
各
号
の
規
定
に
よ
る
額
に
千
分
の
七
百
三
十

定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
各
号
の
規
定
に
よ
る
額
に
千
分
の
七
百
四
十

四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

２

法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

(1)

(1)

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
千
分
の
七
百
三
十
四
を
乗
じ
て

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
千
分
の
七
百
四
十
を
乗
じ
て
得

得
た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。

（
端
数
計
算
）

（
端
数
計
算
）

第
十
四
条

第
一
条
第
十
三
号
、
第
十
五
号
、
第
二
十
一
号
（
第
二
十
二
号
、
第
二

第
十
四
条

第
一
条
第
十
三
号
、
第
十
五
号
、
第
二
十
一
号
（
第
二
十
二
号
、
第
二

十
四
号
の
二
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
号
（
認
定
こ
ど
も
園
に

十
六
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
号
（
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
主
幹
教
諭

お
い
て
、
主
幹
教
諭
等
の
専
任
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
及
び
配
置
基
準
上
求
め

等
の
専
任
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
及
び
配
置
基
準
上
求
め
ら
れ
る
職
員
資
格
を

ら
れ
る
職
員
資
格
を
有
し
な
い
場
合
に
加
減
調
整
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

有
し
な
い
場
合
に
加
減
調
整
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
八
号
の
二
ま
で
、
第
三
十
号
、

、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
八
号
の
二
ま
で
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三

第
三
十
一
号
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七

十
三
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七
号
、
第
五
十
号
か
ら

号
、
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
一
号
の
二
ま
で
、
第
五
十
三
号
か
ら
第
五
十
六
号
ま

第
五
十
一
号
の
二
ま
で
、
第
五
十
三
号
か
ら
第
五
十
六
号
ま
で
、
第
五
十
九
号
か

で
、
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
、
第
六
十
四
号
、
第
六
十
五
号
、
第
六

ら
第
六
十
二
号
ま
で
、
第
六
十
四
号
及
び
第
六
十
五
号
の
各
号
に
よ
り
算
出
さ
れ

十
七
号
及
び
第
六
十
八
号
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
が
十
円

る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
が
十
円
以
上
の
場
合
に
お
い
て
は
、
十
円
未
満
の
端

以
上
の
場
合
に
お
い
て
は
、
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
当
該
額
が
十
円
未
満
の
場
合
に
お
い
て

て
、
当
該
額
が
十
円
未
満
の
場
合
に
お
い
て
は
、
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と

は
、
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
こ
の
場
合
に
お

き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
号
に
お
い
て
算
出
さ
れ
る

い
て
、
各
号
に
お
い
て
算
出
さ
れ
る
額
の
端
数
計
算
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
ご
と
に

額
の
端
数
計
算
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
一
条
第
二
十
一
号
（
第
二
十
四
号
の
二
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
及
び

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
十
号
（
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
主
幹
教
諭
等
の
専
任
を
実
施
し
て
い
な



- 13 -

い
場
合
に
加
減
調
整
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
は
、
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
号
に
お
い
て
算
出
さ
れ
る
額
の
端
数
計
算
は

、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
負
担
上
限
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

（
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
負
担
上
限
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
十
七
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
（
同
令
第
五
条
第
二

第
十
七
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
（
同
令
第
五
条
第
二

項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

項
、
第
九
条
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費

し
た
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
公
定
価
格
の
額
か
ら
処
遇
改
善
等
加
算
、
外
部
監

用
の
額
に
つ
い
て
は
、
公
定
価
格
の
額
か
ら
処
遇
改
善
等
加
算
、
外
部
監
査
費
加

査
費
加
算
、
副
食
費
徴
収
免
除
加
算
、
療
育
支
援
加
算
、
施
設
関
係
者
評
価
加
算

算
、
副
食
費
徴
収
免
除
加
算
、
療
育
支
援
加
算
、
施
設
関
係
者
評
価
加
算
、
除
雪

、
除
雪
費
加
算
、
降
灰
除
去
費
加
算
、
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
、
小
学
校
接

費
加
算
、
降
灰
除
去
費
加
算
、
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
、
小
学
校
接
続
加
算

続
加
算
、
栄
養
管
理
加
算
、
第
三
者
評
価
受
審
加
算
、
休
日
保
育
加
算
（
居
宅
訪

、
栄
養
管
理
加
算
、
第
三
者
評
価
受
審
加
算
、
休
日
保
育
加
算
（
居
宅
訪
問
型
保

問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
）
、
減
価
償
却
費
加
算
、
賃
借
料
加
算
、
チ
ー
ム
保
育

育
事
業
を
除
く
。
）
、
減
価
償
却
費
加
算
、
賃
借
料
加
算
、
チ
ー
ム
保
育
推
進
加

推
進
加
算
、
高
齢
者
等
活
躍
促
進
加
算
、
障
害
児
保
育
加
算
、
特
別
地
域
保
育
体

算
、
高
齢
者
等
活
躍
促
進
加
算
及
び
障
害
児
保
育
加
算
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
額

制
確
保
対
応
加
算
及
び
保
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
加
算
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
額
を
減
じ

を
減
じ
た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
こ
ど
も
家
庭
庁
成
育
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
f
a
.
g
o
.
j
p
/
p
o
l
i
c
i
e
s
/
k
o
k
o
s
e
i
d
o
/
l
a
w
/
l
a
w

）
に
よ
り
公
表
す

る
。
）
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（
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地

域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利

用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
七
年
こ
ど

も
家
庭
庁
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
冷
暖
房
費
加
算
の
特
例
）

（
冷
暖
房
費
加
算
の
特
例
）

第
四
条

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

第
四
条

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

冷
暖
房
費
加
算
の
算
定
に
用
い
る
地
域
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
十
六

冷
暖
房
費
加
算
の
算
定
に
用
い
る
地
域
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
十
六

号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
地
域
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す

号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
地
域
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利

用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
規
定
は
、
特
定

教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育

及
び
特
例
保
育
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
八
年
四
月
以
後
の

場
合
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
特
定
教
育
・
保
育
等
が
行
わ
れ
た
月

が
同
年
三
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。


